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平成 27年度 第 1回大井町総合教育会議 会議録 

 

招 集 年 月 日 平成２７年１０月２８日（水） 

招 集 場 所 大井町役場 ３階 ３０１・３０２会議室 

開 会 日 時 平成２７年１０月２８日 １０時００分 

閉 会 日 時 平成２７年１０月２８日 １０時４０分 

出 席 し た 構 成 員 

大 井 町 長  間 宮 恒 行 

大井町教育委員会 

教育委員長  石 井 孝 典 

  委員長職務代理者  橋 本 淑 子 

  教 育 委 員  山 崎 純 司 

  教 育 委 員  牧 野 誠一郎 

  教 育 長  夏 苅 一 壽 

欠 席 し た 構 成 員  

事 務 局 
総務安全課長   露木  均 

総務安全課主査  北村 竜也 

説 明 の た め 

出 席 し た 者 

教育総務課長   石井 浩二 

学校給食センター所長 橋本多恵子 

生涯学習課長   橋本 嘉之 

教育総務課主幹  諸星 哲央 

会 議 に 付 し た 

協 議 調 整 事 項 等 

○総合教育会議の設置の趣旨と役割について 

○大井町総合教育会議の運営方法について 

○大綱の策定について 

○その他 

会 議 の 経 過 別紙のとおり 

傍 聴 人 ５人 
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会議の経過 

 

露木課長 

 

 

 

 

 

 

 

間宮町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開会 

  皆様、こんにちは。定刻より数分早いのですが皆様お揃いですので、

只今から平成２７年度第１回大井町総合教育会議を開催いたします。

本日、司会を務めさせていただきます総務安全課長の露木と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは早速、次第に沿って進めさせていただきます。 

  次第２ 町長あいさつ 間宮町長よろしくお願いいたします。 

  

２ 町長あいさつ 

  あらためまして、皆様、こんにちは。今日はこのように教育委員の

皆様にお集まりいただき、大井町第１回総合教育会議を開催させてい

ただきました。この会議は皆様ご承知のとおり、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律が一部改正され、本年４月１日から施行された

ことにより開催することとなったものでして、大井町においては今日

がその第１回目ということになります。ただ、私は、かねがね制度の

改革にあたっては、屋上屋を重ねるような改革はいかがなものかとい

うように思っておりまして、例えば学校評議員制度ひとつをとってみ

ましても、制度にしてしまったことがかえって学校を多忙にしてしま

っているのではないかという思いがあるわけでして、そういった経過

を踏まえた中で今回の制度改革ということですので、何か複雑な心境

にあるといったところです。また、今回の法律改正の背景には、いじ

めに対する対応の遅れや一部の首長等の教育を一元化することをほの

めかす意見があったことなどがあるように思っているのですが、私と

いたしましては、町長就任以来、教育委員や教育長などとも意見交換

をしっかりしてきたつもりでいますし、時には私の教育に対する信念

などを話すことなどもありました。そういった対等の立場で教育を考

えてきたわけですので、私といたしましては今までもよい関係にあっ

たというように思っております。しかし法律が改正されましたので、

これからはこの制度に移行していくわけです。いずれにしましても、

大井町の子どもたちがよりよい環境で教育を受けられるようにするた

めに協議することが目的であることに変わりはないと思っていますの

で、これからもどうぞよろしくお願いいたします。なお、本日の協議

事項の中で、この会議の組織づくりに関する要綱や要領をお示しする

こととしていますが、本来であれば、それら要綱等を御承認いただい

たところで私が議長を務めることが許されるわけでございます。本日

は、第１回目ということですから、その辺りは変則的に対応させてい

ただきますので御承知おきいただきたいと思います。また、大綱の策
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露木課長 

 

 

 

 

 

 

 

石井課長 

 

露木課長 

 

 

露木課長 

 

 

 

 

間宮町長 

 

 

 

 

 

石井課長 

 

間宮町長 

 

 

山崎委員 

 

 

 

 

定についても、皆様から御意見を頂戴するわけですが、お示しする案

については必要に応じて改訂することもあろうかと思いますので、ど

うぞ忌憚のない御意見をお寄せいただきますようお願いしあいさつと

いたします。 

 

  ありがとうございました。ここで本来であれば、会議出席者の御紹

介をさせていただくところですが、誠に恐縮ですが、御手元の名簿と

配置図を御確認いただき、紹介に変えさせていただきますので御了承

願いたいと思います。 

  それでは、次第３に移ります。「総合教育会議の設置の趣旨と役割に

ついて」石井教育総務課長から説明いたします。 

 

３ 総合教育会議の設置の趣旨と役割について（資料１） 

 （※資料により説明した。） 

 

  ありがとうございました。只今の説明を受けて、質問等がございま

したら御発言いただきたいのですがいかがでしょうか。 

 

  それでは質疑等もないようですので、次第４に移らせていただきま

す。ここから、協議・調整事項となりますので、進行を間宮町長にお

願いしたいと思います。 

 

４ 協議・調整事項 

  それでは進行を務めさせていただきますが、会議の性格上、私から

も意見を述べさせていただくことがあろうかと思いますので、予め御

了承いただきたいと思います。それでは、（１）「大井町総合教育会議

の運営方法について」教育総務課長に説明させます。 

 

（１）大井町総合教育会議の運営方法について（資料２） 

 （※資料により説明した。） 

 

  説明が終わりました。只今の説明を受けて、質問や意見がございま

したら御発言願いたいのですがいかがでしょうか。 

 

  設置要綱の第４条についてなのですが、ここで庶務を司る部署が総

務安全課と明記されておりまして、そもそもこの会議を町長が招集す

るものであるということ踏まえますと組織上適切であるということは

理解できるのですが、教育行政に関しましては、教育現場である学校

等と一番親密な関係にある部署は教育総務課でありますので、ここは
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間宮町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山崎委員 

 

 

間宮町長 

 

 

間宮町長 

 

間宮町長 

 

 

 

 

 

 

間宮町長 

 

 

 

間宮町長 

 

 

 

石井課長 

 

間宮町長 

教育総務課であってもよいのではないかと思うのですが、町長はどの

ようにお考えなのでしょうか。 

 

  確かに教育行政に関する業務は教育総務課になるわけでございます

が、やはり会議自体を主宰するのが町長部局でありますもので、町長

部局が事務局になりませんと組織上不具合がでてくると思っていま

す。また、どの部署も所掌出来ない事務は総務安全課が所掌すること

となっているところもありますので、要綱上は総務安全課とさせてい

ただきたいと思っています。しかし、協議事項などは教育に特化した

ものになりますので、その辺りは教育委員会にも密接に関わってもら

う必要が生じてまいりますので、組織上そうせざるを得ないというこ

とで御理解いただきたいと思います。 

 

  分かりました。実際のところは総務安全課と教育総務課が綿密に連

携を図ってこの会議に臨むものであるという理解でよいでしょうか。 

 

  はい。貴重な御意見ありがとうございました。是非、そういった連

携を密接に図っていきたいと思います。 

 

  他に質問や御意見はございませんか。 

 

  それでは質疑等も他にないようですので、皆様にお諮りいたします。

「大井町総合教育会議設置要綱」、「大井町総合教育会議運営要綱」及

び「大井町総合教育会議の傍聴に関する要領」について、賛成いただ

くことに御異議ございませんでしょうか。 

 

  ～異議なし～ 

 

  ありがとうございました。それでは、資料３の要綱及び要領につい

ては、案を削っていただき、会議の運営につきましては、今後、これ

ら要綱及び要領に従い行ってまいりたいと思います。 

 

  それでは次に（２）大綱の策定について協議・調整いたします。最

初に資料の説明を教育総務課長にさせます。 

 

（２）大綱の策定について（資料３） 

 （※資料により説明した。） 

 

  説明が終わりました。只今の説明を受けて、質問や意見がございま
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山崎委員 

 

 

 

 

 

石井課長 

 

 

 

 

 

山崎委員 

 

 

 

 

間宮町長 

 

 

石井課長 

 

 

 

間宮町長 

 

 

間宮町長 

 

夏苅教育長 

 

 

 

間宮町長 

 

 

 

したら御発言願いたいのですがいかがでしょうか。 

 

  大綱案の基本方針で、学校教育の３つ目の方針についてなのですが、

大井の教育の重点事項では、発達や学びの連続性を確保するために幼

稚園や保育園との交流の促進や幼・小・中の連携により一貫した教育

の充実を図るとあるのですが、表現的に幼稚園を外した理由というの

は何かあるのでしょうか。 

 

  これは、大井の教育の基本方針に掲げられた文章をそのまま引用し

たものですので、特に幼稚園を外したという理由はございません。な

お、皆様にはそのような御意見をもとにこの大綱案に加筆、あるいは

修正していただきたいと考えておりますので、それを踏まえて御協議

いただければと思います。 

 

  子どもを育てていくという意味では、幼稚園から中学校までを一貫

させて連携を図りながら育てていくことがよいのではないかという観

点で、大井の教育が作られていると思いますので、個人的にはここに

幼稚園という表記があったほうがよいと思います。 

 

  分かりました。それでは、大綱の策定について、今後どのような対

応となるのか事務局から説明願います。 

 

  今回お示しした大綱案は、いまある計画と整合をとるために文章等

を引用したものとなっていますが、さらに総合的な視野をもって表現

を変えることもできると考えています。 

 

  それでは、ここでいただいた意見を持ち帰らせてもらい、もう一度

検討する方向で大綱を策定してまいりたいと思います。 

 

  他に質問や御意見はございませんでしょうか。 

 

  そうしましたら、大綱案の改訂については、教育委員会で再考いた

しまして、その結果を次の会議にお示しするような扱いでいかがでし

ょうか。 

 

  それでは、只今の教育長の意見や大綱案に対する委員の皆様のお考

えもありますので、策定は次回に先送りし、その間に内部で調整を図

っていくということにさせていただいてよろしいでしょうか。 
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間宮町長 

 

 

間宮町長 

 

 

石井委員長 

 

 

 

間宮町長 

 

 

 

 

 

石井委員長 

 

間宮町長 

 

間宮町長 

 

 

 

露木課長 

 

 

 

 

 

 

露木課長 

  ～特に異論なし～ 

 

  それでは、大綱の策定についてはそのように取り扱うことといたし

ます。 

 

  次にその他に移りますが、皆様から何かこの場で確認しておくよう

なことはありますでしょうか。 

 

  これまで取り持ってきました町長と教育委員との懇談会は、この総

合教育会議が立ち上がったことで、今後どのようにされるのか町長の

お考えをお伺いいたします。 

 

  私にとっても今までの懇談会は、教育の現状と課題を認識したり、

幅広い観点で情報交換ができたりと非常に有意義な場でございまし

た。教育を取り巻く環境は刻々と変化しておりますので、そういった

意見交換や情報共有を図る場は多くあっていいと思いますので、今後

も懇談会は続けていきたいと思っております。 

 

  よろしくお願いいたします。 

 

  他に何かありますでしょうか。 

 

  それでは特にないようですので、私の進行はここまでとし、ここか

ら先は司会に進行を戻したいと思います。円滑な進行に御協力いただ

きましてありがとうございました。 

 

  どうもありがとうございました。事務局といたしまして今後の総合

教育会議の予定をお伝えいたします。この総合教育会議は、年間２回

程度の開催を考えておりますので、今年度はもう一度お集まりいただ

きたいと考えております。開催の時期などは、他の行事などを考慮し

ながらタイミングを見計らって開催したいと思っておりますので、そ

の際は出席に御配慮いただきますようお願いいたします。 

 

  それでは、これを持ちまして第１回大井町総合教育会議を閉会いた

します。長時間にわたりお疲れ様でした。 

 

  閉会時刻 １０時４０分 

 

 


